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令和７年度 日の出町農業委員会活動計画 

 

日の出町農業委員会は、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）

第１条に定める目的を遂行するため、農業委員会活動計画を次のとおり定める。 

 

１．基本方針 

 日の出町の農業は、農業者の高齢化や若年担い手層の他産業への流出、遊休農地

対策および有害鳥獣による農作物の被害等、様々な問題を抱えている。 

このような状況をふまえ、農業委員会は、農業生産の基礎的資源である農地を優

良な状態で確保するとともに、農業を持続可能な産業とするため、「農地等の利用

の最適化を推進する活動」に積極的に取り組むことが求められている。 

 農業委員会は、農業委員による地域活動を通じ、諸問題の解決に向け町行政はも

とより秋川農業協同組合、日の出町農業振興委員会をはじめ各農業団体と協力し、

町農業を発展させるための活動を積極的に行うことを基本方針とする。 

 

２．重点活動 

（１）遊休農地の解消と発生防止 

遊休農地の解消と発生防止を目指し、日々の見回りや農地パトロールを通し

て地域の耕作状況を把握し、遊休農地の情報を共有するとともに、その要因を

確認し、利用促進に向けた活動を重点的に取り組む。 

 

（２）農地の利用最適化の推進 

   農地の利用最適化の推進への取り組みとして、農地利用状況調査等により把

握した遊休農地等の活用を図るため、認定農業者等の担い手に対し、農地の利

用権設定を進める。 

また、中間管理機構による、中間保有を活用し、遊休農地の解消と発生防止

を行い、農地利用の最適化を図っていく。 

 

（３）地産地消の推進 

新鮮で安心安全な農畜産物を地域住民へ供給を促進するため、秋川農業協同

組合と協力連携して「日の出町ふれあい農産物直売所」の運営管理を支援して

いく。また、学校給食の食材として地場野菜の供給についても関係機関と協調

して推進していく。 

 

３．農業委員会の活動 

（１）総会の招集 

  農業委員会等に関する法律第６条に規定する所掌事務を処理するため、同法

第２７条の規定により会長が総会を招集する。 

 

（２）意見の公表、意見の提出 

  農業委員会は農業者の公的代表機関として、農業者の意見を集約し、農業及

び農業者に関する事項について必要に応じて意見の公表、意見の提出を行って

いく。 
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（３）認定農業者への支援の拡充 

   地域の中心的な担い手となる認定農業者がより経営規模を拡大できるよう

な支援策について農業委員会で検討し、町に対して事業化できるように要望を

行なっていく。 

 

（４）新規就農者の発掘及び育成 

担い手となりうる者の発掘について、日の出町農業振興委員会および日の出

地区出荷部会、東京都農業会議、東京農業アカデミーと情報交換を密にし、促

進していく。また、東京都指導農業士と協力し、新規就農希望者が地域に根付

いた農業者となるよう育成支援する。 

また、家族経営協定の締結も推進し、夫婦や親子での共同申請を推奨し、新

規で就農する人材を増やす。 

 

（５）農業後継者の育成 

就農したての農業後継者が、安定して自立できるような施策等について関

係機関と協調し環境を整え、町に要望等を行う。また、活用できるセミナー

等の情報を積極的に発信し、Uターン就農者を増やす。 

 

（６）表彰推薦 

   日の出町農業振興委員会及び日の出地区出荷部会と協議し、意欲的な農業を

行う農業者や、長年地域農業に貢献した農業者の表彰や推薦を行う。 

 

（７）農業委員会だよりの発行 

  町民や農業者への情報伝達手段として農業委員会だより（「ひので大地」）を

年２回発行する。（夏（７月頃）、冬（１月頃）を予定） 

 

（８）獣害対策 

  町内における農作物の被害状況を調査し、被害発生箇所の予測、防除方法等

を検討し、町民や農業者に広く指導啓発していく。また、「農作物獣害対策検

討委員会」に積極的に参画し被害の軽減を図る。 

 

（９）研修・視察  

農業委員としての知識技術習得を図るために研修を行う。また、農業先進地

の取り組みなどを視察・研究し、農業者へ情報提供していく。 

 

（１０）農地利用状況の調査 

地区担当の農業委員は、地区内の農地利用状況を把握するとともに必要によ

り事務局に報告し地権者に対し適正管理を促し、農地利用の最適化を図る。 

 

（１１）会議・検討・意見交換会の実施 

本方針を実現していくため、東京都農業会議、日の出町農業振興委員会及び

秋川農業協同組合等の各種農業関係団体と適時会議、検討会を開催する。また、

地域農業の現状と課題を把握し解決に向けた取り組みを行うため、町議会議員、
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認定農業者、新規就農者等の関係者との意見交換会を開催する。 

 

（１２）農地台帳の整備 

各種農業政策の基本となる農地台帳の整備を行い、業務の効率化を図る。 

また、タブレットなどの導入も検討し、今後の業務を円滑に進められるよう

にしていく。 

 

（１３）住民との交流活動 

 農業見学会（農ウォーク）などを通じ、消費者が地域農業の支援者となるべ

く活動を進める。 

 

 （１４）農地ある地域づくりの推進 

子供たちに土に触れる機会を提供し、農地を身近に感じてもらうため、保育

園・幼稚園児を対象とした大根栽培体験事業を実施する。 
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令和７年度 農業委 員会総会日程等（ 予 定 ）   

 
令和７年３月１０日現在 

 

令和７年 ４月２５日（金） 第４回農業委員会総会  午後１時３０分開会 

５月２６日（月） 第５回農業委員会総会  午後１時３０分開会 

６月２５日（水） 第６回農業委員会総会  午後１時３０分開会 

７月 ３日（木） 農地パトロール     午後１時３０分開始 

７月 ４日（金） 農地パトロール     午後１時３０分開始 

７月 上旬予定  園児大根栽培体験事業（担当者会議） 

７月２５日（金） 第７回農業委員会総会  午後１時３０分開会 

     ８月 上旬予定  ひので大地夏号発行予定 

農ウォーク実施予定 

８月２２日（金） 農業委員・推進委員研修 

８月２５日 (月)  第８回農業委員会総会  午後１時３０分開会 

９月 上旬    園児大根栽培体験事業（ 種まき ） 

     ９月２５日（木） 第９回農業委員会総会  午後１時３０分開始 

１０月 上旬    園児大根栽培体験事業（ 間引き ） 

    １０月２５日（土） 第３７回 日の出町産業まつり 

     １０月２６日（日） 第３７回 日の出町産業まつり 

    １０月２７日（月） 第１０回農業委員会総会 午後１時３０分開会 

（相続税等納税猶予制度対象農地の利用状況調査及び農地パトロール） 

１１月 上旬    園児大根栽培体験事業（ 収 穫 ） 

１１月２５日（火） 第１１回農業委員会総会  午後１時３０分開会 

１２月１２日（金） 農地流動化現地見学会 

１２月２５日（木） 第１２回農業委員会総会 午後１時３０分開会   

 

令和８年 １月２６日（月） 第１回農業委員会総会    午後１時３０分開会 

２月 上旬    ひので大地冬号発行予定 

２月１８日（水） 第６７回農業委員会・農業者大会 （八王子） 予定 
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２月２５日（水） 第２回農業委員会総会  午後１時３０分開会 

３月２５日（水） 第３回農業委員会総会  午後１時３０分開会 

 

◎農地ある地域づくりの推進：町内の保育園・幼稚園児大根栽培体験（担当者会議、

種まき、間引き、収穫） 

◎農業委員会だより（ひので大地）の発行（夏、冬の２回） 

◎研修会の実施（適時） 

◎農業関係団体との会議、検討会（適時） 

 

 

 

 

令和７年度 日の出町農業振興地域整備促進協議会日程(予定) 
第１回 令和７年 ６月２５日（水） 

第２回 令和７年１２月２５日（木） 

※ 農業振興地域の整備に関する法律に伴う、農業振興地域整備計画の

変更・編入等に係る対象農地の現地確認については､案件の発生に伴い

随時実施する。 


